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クロスオーバー研究の今後の在り方について 

 
１．クロスオーバー研究の概要 
 原子力基盤技術総合的研究（以下、クロスオーバー研究と略す）は、原子力委員会により
昭和６２年６月に改訂された第７次原子力開発利用長期計画（以下、原子力長計と略す）に
おいて原子力開発利用の基本目標の一つに創造的・革新的科学技術の育成が掲げられ、その
一環として基盤技術開発の重点的推進が挙げられたことを受けて、平成元年度より実施（４
領域５課題）されてきた。その後、平成６年度より第２期（６領域１０課題）、平成１１年
度より第３期（５領域８課題）と変遷を重ね、現在は第３期クロスオーバー研究の３年目に
当たる。 
 研究領域および研究課題については、原子力委員会に設置された基盤技術推進専門部会
（以下、基盤部会と略す）の提案により選定されてきた。第１期の研究領域・課題の設定は、
昭和６２年６月策定の原子力長計に、推進すべき基盤技術分野として、「原子力材料」「原子
力用人工知能」「原子力用レーザー」「放射線リスク評価・低減化」の４つの領域が挙げられ
たことを受けて選定された。第２期では、基盤部会の答申を受けて、既存の４領域に加え、
「放射線ビーム利用先端計測・分析」「原子力用計算科学」「知的活動支援」の３領域が加わ
った（但し、「知的活動支援」は「原子力用人工知能」と統合）。第３期では、基盤部会に下
部組織として設けられたクロスオーバー研究推進会議により、「放射線生物影響」「ビーム利
用」「原子力用材料」「ソフト系科学技術」「計算科学技術」の５領域が推進すべき分野とし
て取り上げられている（参考資料１）。 
 
２．クロスオーバー研究を取り巻く環境 
2-1．原子力長計 
 平成１２年１１月に改訂された第９次原子力長計では、それまでの第８次原子力長計（平
成６年６月改訂）で重点的に研究開発を行うべき基盤技術分野として具体的に明記されて
いた「放射線生物影響」「ビーム利用」「原子力用材料技術」「ソフト系科学技術」「計算科学
技術」の５分野に関する記述が削除され、替わって国が行うべき研究として、基礎・基盤研
究の必要性が記載された。また、それらの研究の実施においては、競争的資金の活用の考慮、
研究者の独創性の重視、適切な評価の実施の必要性が指摘されるに至った。 
 
2-2. 第２期科学技術基本計画 
 平成１３年３月に閣議決定された第２期科学技術基本計画においては、重点分野に積極



的、戦略的に投資を行い、研究開発の推進を図らねばならないとされ、具体的には、ライフ
サイエンス分野、情報通信分野、環境分野及びナノテクノロジー・材料分野の４分野に対し
て特に重点を置くこととされた。   
 
2-3．予算および研究評価 
クロスオーバー研究実施機関のうち、国研および独法（放医研を除く）については(項)原子
力試験研究費より、原研、理研、放医研、(財)環境研についてはそれぞれの機関の予算によ
り支出されている。このうち、(項)原子力試験研究費では多くの個別研究も実施されており、
国研および独法（放医研を除く）におけるクロスオーバー研究のサブテーマは他の個別研究
と同じ基準で予算配分が行われている。 
第３期の中間評価では、クロスオーバー研究における全てのサブテーマに対し、他の個別研
究と同じ評価基準に基づく評価が実施された。 
  
2-4．研究機関 
産学官連携を掲げてスタートしたクロスオーバー研究であるが、現行は、国研、独法および
旧科技庁関連の特殊法人である原研、理研及び(財)環境研により実施されている。 
 
３．今後の在り方について 
 クロスオーバー研究推進ＷＧ（平成１３年１２月２５日開催）において、クロスオーバー
研究の現状を踏まえて、制度の在り方自体を含めたクロスオーバー研究の将来について議
論した。主な内容は以下のとおりである。 
 
（１）領域及び課題について 

• 原子力委員会がトップダウンで研究領域を設定し公募する。その領域に研究グルー
プリーダーが研究課題を応募する。 

（２）予算について 
• 現行のクロスオーバー研究では、グループの中の責任体制が曖昧であるので、リー

ダーが主体性を持てるような制度にすべきである。そのためには、リーダーが予算
の裁量権を持つべきであるとともに社会に対する発信や外からの知恵の導入も含め
てリーダーに任せるべきである。 

（３）評価について 
• 現行では個別機関毎の評価となっているが、クロスオーバー研究については、独自

の評価基準を定め、例えば、グループ研究毎にグループリーダーが評価されるとい
う方向にすべきである。また、評価システムとして評価者側の一方的な評価ではな
く、被評価者に異議申し立ての機会が一度はあるべきである。 

（４）招へい・派遣について 



• 招へい期間については、現行より短い期間でも実施できる柔軟さが望まれる。 
（５）クロスオーバー性に関して 

• 国際的なクロスオーバー、地方自治体との連携というような切り口での産学官の連
携というのもあるのではないか。また、ＰＲの方法も全体で検討する必要がある。 

（６）まとめ 
 第４期クロスオーバー研究については、クロスオーバー研究体制の強化・制度の改善を行
い、現行のクロスオーバー研究をさらに発展させて推進するのが望ましいと考える。そのた
め、クロスオーバー研究体制の強化においては、産学官連携の強化、研究グループリーダー
の(ⅰ)強力なリーダーシップ、(ⅱ)責任体制の明確化、（ⅲ）裁量権の強化が重要であると
ともに、グループリーダーが国民に対する情報発信を積極的に行う必要がある。また、制度
の改善については、クロスオーバー研究独自の評価基準の策定及びその評価結果の予算へ
の反映が必要である。  
 一方、第４期クロスオーバー研究領域の設定においては、現行の長計のもとに基礎・基盤
研究に取り組む必要があるとともに、科学技術基本計画の重点４分野を視野に入れたトッ
プダウンの研究領域の選定が必要である。 
  



参考資料１ 
 

クロスオーバー研究と原子力開発利用長期計画との関係 
 

 
 


